
冬場における「換気の悪い密閉空間」を
改善するための換気の方法

～ 商業施設等の管理者の皆さまへ ～

外気温が低いときに、「換気の悪い密閉空間」を改善する換気と、室温の
低下による健康影響の防止を両立するため、以下の点に留意してください。
 「換気の悪い密閉空間」は新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つに過ぎず、
一人あたりの必要換気量を満たすだけで、感染を確実に予防できるわけではなく、
人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります。

推奨される換気の方法

① 窓の開放による方法

換気機能を持つ冷暖房設備※や機械換気設備が設置されていない、また
は、換気量が十分でない商業施設等は、以下に留意して、窓を開けて換気
してください。
※ 冷暖房設備本体に屋内空気の取り入れ口がある（換気用ダクトにつながっていない）場合、室
内の空気を循環させるだけで、外気の取り入れ機能はないことに注意してください。

 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持できる範
囲内で、暖房器具を使用※しながら、一方向の窓を常時開けて、連続
的に換気を行うこと。
※ 加湿器を併用することも有効です。

 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持しようとす
ると、窓を十分に開けられない場合は、窓からの換気と併せて、可搬式の
空気清浄機を併用すること。

 一方向の窓を少しだけ開けて常時換気をする方が、室温変化を抑えられま
す。窓を開ける幅は、居室の温度と相対湿度をこまめに測定しながら調節して
ください。

 人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空
気を人のいる部屋に取り入れること（二段階換気）も、室温変化を抑えるの
に有効です。

 開けている窓の近くに暖房器具を設置すると、室温の低下を防ぐことができま
すが、燃えやすい物から距離をあけるなど、火災の予防に注意してください。

窓開け換気による室温変化を抑えるポイント

NSUEI
テキスト ボックス
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② 機械換気(空気調和設備、機械換気設備)による方法

必要換気量を満たすことのできる機械換気設備等が設置された商業施
設等は、以下のとおり換気を行ってください。
 機械換気設備等の外気取り入れ量等を調整することで、必要換気量
（一人あたり毎時30m3）を確保すること。

 冷暖房設備により、居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ
40%以上に維持すること。

必要換気量を満たしているかを確認する方法として、二酸化炭素濃度測定器を使用し、室
内の二酸化炭素濃度が1000ppmを超えていないかを確認することも有効です。

• 測定器は、NDIRセンサーが扱いやすいですが、定期的に校正されたものを使用してください。校
正されていない測定器を使用する場合は、あらかじめ、屋外の二酸化炭素濃度を測定し、測定
値が外気の二酸化炭素濃度（415ppm～450ppm程度）に近いことを確認してください。

• 測定器の位置は、ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも50cm離れたところにし
てください。

• 測定頻度は、機械換気があり、居室内の人数に大きな変動がない場合、定常状態での二酸
化炭素濃度を定期的に測定すれば十分です。

• 連続測定は、機械換気設備による換気量が十分でない施設等において、窓開けによる換気を
行うときに有効です。連続測定を実施する場合は、測定担当者に測定値に応じてとるべき行動
（窓開け等）をあらかじめ伝えてください。

• 空気清浄機を併用する場合、二酸化炭素濃度測定は空気清浄機の効果を評価するための
適切な評価方法とはならない※ことに留意してください。
※ HEPAフィルタによるろ過式の空気清浄機は、エアロゾル状態のウイルスを含む微粒子を捕集すること
ができますが、二酸化炭素濃度を下げることはできないためです。

 空気清浄機は、HEPAフィルタによるろ過式で、かつ、風量が毎分5m3程
度以上のものを使用すること。

 人の居場所から10m2(６畳)程度の範囲内に空気清浄機を設置すること。

 空気のよどみを発生させないように、外気を取り入れる風向きと空気清浄機の
風向きを一致させること※。
※ 間仕切り等を設置する場合は、空気の流れを妨げない方向や高さとするか、間仕切り等の間
に空気清浄機を設置するなど、空気がよどまないようにしてください。

空気清浄機を併用する際の留意点

参考



新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇取得支援助成金をご活用ください

＼事業主の皆さまへ／

詐欺にご注意ください。国や都道府県労働局から、助成金の相談について電話等で勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話等で問い合わせることはありません。！

▶▶助成金の対象

▶▶助成内容

▶▶申請期間

事業主の皆さまには、この助成金も活用しつつ、
妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め、積極的な配慮をお願いします。

支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロードはこちらから

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-6893-1100 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7357 京 都 075-241-0504 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-4630 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2728 兵 庫 078-367-0700 福 岡 092-411-4717

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-0221 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1701 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-277-8295 長 野 026-223-0551 島 根 0852-20-7007 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-224-7639 宮 崎 0985-38-8821

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-254-6320 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-222-8446

埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4403

千 葉 043-306-1860 三 重 059-261-2978 徳 島 088-652-2718

対象労働者１人当たり 有給休暇計５日以上20日未満：25万円 ＊1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算（上限額：100万円）

令和２年６月15日から令和３年５月3１日まで
＊雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ごとの申請です。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に
本助成金及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の相談・申請窓口を設置しています

受付時間8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

厚生労働省 都道府県労働局

令和２年５月７日から令和３年３月31日までの間に
❶新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の６割以上が支払われるものに限る)を整備し、

❷当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて
労働者に周知した事業主であって、

❸当該休暇を合計して５日以上取得させた事業主

❶～❸の全ての条件を満たす事業主が対象です。

詳細は裏面をご参照ください

相談・申請窓口URL：https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index_00004.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

助成金の対象期間を延長しました。
（令和2年12月28日改正）

別添12



▶支給申請の流れ

▶対象となる有給の休暇制度

▶対象となる労働者

▶支給額

○就業規則における規定の有無、既存の特別休暇の活用
休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではありません。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
＊ただし、常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、
遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

○制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、
全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行うことが必要です。
（例）・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する ・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する

・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する など

○休暇制度の整備及び周知の時期
令和３年３月31日までに制度整備と周知が必要です。制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても
対象となります。

○欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い
対象となります。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に
説明し、同意を得ることが必要です。

○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

○連続して休暇を取得していない場合の支給額
連続して休暇を取得していない場合も、令和２年５月７日から令和３年３月31日までの合計の休暇取得日数に
応じて支給額が決定されます。

○同一の労働者について複数回の申請をした場合
２回目以降の申請では、その申請時点での合計の休暇取得日数に応じて支給すべき金額と前回までの
申請で支給された金額の差額があれば、差額を支給します。

＜新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは＞
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス
感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、
医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を
講じることを義務付ける措置。適用期間は、令和２年５月７日から令和４年１月31日まで。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf

「❶制度整備」「❷社内周知」は、「❸休暇付与」後であっても、対象となります。

令和２年
５月７日 ６月15日

令和３年
3月31日

令和3年
5月31日

❶制度整備

支給申請期間

❸休暇付与

❷社内周知

申請受付
開始

休暇制度整備・周知
・休暇取得期限 申請期限

（※）

令和2年12月作成
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新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における 

衛生上の職場の対応ルール（例） 

 

 

※ この対応ルール（例）は、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した

場合の対応に当たって参考となるよう、企業の取組事例を取りまとめたものです。職場の

実態に応じて、ご活用ください。 

※ 職場の対応ルールを定めた場合には、事業場の掲示板等に掲示するとともに、メールや

社内のイントラネット等の複数の媒体で労働者に周知願います。 

 

１ 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者（社内担当者）への報告

に関すること 
（１）ＰＣＲ検査等を実施することが決定した段階で、速やかに所属長に報告

する。また、検査の結果が判明した際には、その結果を速やかに所属長に

報告する（結果が陰性であった場合も含む）。 
（２）報告を受けた所属長は、事業場の人事担当部門（新型コロナウイルス対

策本部や対応窓口が設置されている場合には当該部門）に報告する。 
（３）健康情報の取扱いは、必要最小限の関係者に限るものとする。 

※ 健康情報取扱規程を定めている場合には、その取扱に準じて健康情報の取扱を行

う関係者を定めることとする。 

 
２ 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること 

労働者が陽性者等であると判明した場合には、濃厚接触者の自宅待機など

の保健所の指示に従うとともに、保健所による積極的疫学調査が実施される

場合に備え、事業場ごとに保健所との窓口となる担当者を決めておく。ま

た、陽性者等の勤務状況や在籍する部署の座席表、フロアの見取り図を準備

しておく。 
 
３ 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること 

職場の消毒等については、保健所等より指示がある場合にはその指示に従

い、特段の指示が無い場合には、以下の方法によって実施する。 
（１）消毒を行う箇所 

① 陽性者等の執務室 
パソコン、タブレット、電話、ＦＡＸ、コピー機などの電子機器、陽性



者等の椅子や机、キャビネット、ドアノブ、照明スイッチ、床面や壁など

陽性者等が接触したと考えられる箇所 
② 食堂、ロッカールーム、トイレなどの共有スペース 

食堂の椅子やテーブル、会議室の椅子やテーブル、ロッカールームのド

アノブや照明スイッチ、階段の手すり、トイレの便座など陽性者等が接触

したと考えられる箇所 
（２）使用する消毒液及び使用方法 

陽性者等の周囲の高頻度接触部位などは、消毒用アルコール又は 0.05%の

次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等を消毒する。陽性

者由来の液体（痰、血液、排泄物など）が付着した箇所の消毒については、

消毒用エタノールや 0.05～0.5％次亜塩素酸ナトリウムで清拭又は 30 分間

浸漬する。 

（３）消毒時に使用する保護具 
清掃、消毒を行う者は、手袋、マスク、ゴーグル等の眼を防護するものな

どの保護具を着用する。清拭には使い捨てのペーパータオルなどを用いる。

また、手袋は滅菌したものでなくても差し支えないが、頑丈で水を通さない

材質のものを用いる。 

（４）消毒後の手指の衛生 
消毒の実施後は、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い、手指消毒用

アルコール等による手指の衛生を必ず行う。 



労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、
休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。

事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により
休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署
に労働者死傷病報告を提出してください。

※ ご提出の際は、電子申請や郵送の積極的な活用をお願いいたします。

事業者は、以下のような場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基
準監督署長に提出しなければなりません。

（労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条）

(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、

又は休業したとき

※ 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災か
くし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。

新型コロナウイルス感染症による労働災害も

労働者死傷病報告の提出が必要です。

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

「労働者死傷病報告はどうやって作成すればいいの？」

労働者死傷病報告は、定められ
た様式（OCR式帳票）を用いて作
成する必要があります。

専用の様式は、最寄りの労働基
準監督署で配布しているほか、
「労働安全衛生法関係の届出・申
請等帳票印刷に係る入力支援サー
ビス」により、インターネット上
で簡単に入力し、作成した帳票を
印刷することができます。

⇒ 新型コロナウイルス感染症による場合の記載例はウラ面参照

従業員が新型コロナウイルス感染症により休業された事業者の皆様へ

～職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために～
チェックリストを活用し、職場における感染拡大防止のための基本

的な対策の実施状況についてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf
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１３１１１１２３４５６０００００００ 医療、福祉業

ウ セ イ カ イ ロ ウ

医 療 法 人 厚 生 会 労

１００ ×××× ００１

千代田区霞ヶ関○-○-○ ０３ ▲ ▲▲ ▲

９０２０４０１ １５ ０

３ 新型コロナウイル
ス感染による肺炎

呼吸器 勤務地内

救急病棟に勤務中、○月○日に救急患者

（後日、ＰＣＲ検査の結果陽性判定）の吸

熱の症状が見られたため、ＰＣＲ検査を実

施したところ、４月２日に陽性判定となり、

和２ ４ １０令

霞ヶ関

医療法人 厚生会労働病院

病院長 安衛 法子

ロ ウ ド ウ タ ロ ウ

働 太 郎

働 病 院

コ ド ウ ビ ョ ウ イ ン

× ×× ×

０

労

７０１０１０１

１２看護師

○32

○

○

引処置に当たった看護師に４月１日から発

同日から入院したもの。

勤務中は防護衣とマスクを着用していた。

事務長 厚生 太郎

記入例

法人ではなく、
事業場全体の
労働者数を記
入してください。

陽性判定日ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた日付
を記入してください。

記載例のとおりに記入し
てください。
※ 医師の診断結果が記載例と異

なる場合にはその内容を記入

感染から発症までの
経緯を簡潔に記入し
てください。

左記の災害発生状況
及び原因以外に記載
すべき事項がなけれ
ば記載不要です。

感染場所ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた場所
を記入してください。

事業場を代表する者
など、報告権限を有す
る方が記入てください。

記名・押印に代え
て、署名によるこ
とができます。

被災者が複数いる
場合は、被災者ごと
に報告する必要が
あります。

R2.5



詳しくは厚生労働省ＨＰのＱ&Ａ
（項目「５労災補償」）をご覧ください▶

業務によって感染した場合、

労災保険給付の対象となります

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

■感染経路が業務によることが明らかな場合

■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※

に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、
業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

対象となるのは？

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

労災保険の種類

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、
正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を
受けられます。

療養補償給付

休業補償給付

①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい
後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日：休業４日目から
■給付額：休業１日あたり給付基礎日額の８割（特別支給金２割含む）
＊原則として「給付基礎日額」は発症日直前３か月分の賃金を暦日数で割ったものです

遺族補償給付
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、
遺族補償一時金などを受け取ることができます。

■お問い合わせは、お近くの労働局・労働基準監督署へ ▶

（2020.11）

NSUEI
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